
第１号様式（第５条関係）

　　藤沢市保育士転入奨励助成金交付要綱第５条の規定に基づき、次のとおり助成金
　交付を申請します。

就業体験等交通費支給事業（就職活動に係る交通費助成）

 A： 3,000円  埼玉県、千葉県、東京都

 B：10,000円  茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県

 C：20,000円

 D：30,000円

 E：50,000円

円

就業開始資金支給事業（転入費用助成）

円

雇用証明書（第３号様式）又は雇用見込証明書（第４号様式）

保育士証

住民票（直近３か月以内）の写し

申 請 額

３ 添 付 資 料

□

□

□

□

１
助成事業の
内 容

□

 宮城県、山形県、福島県、新潟県、長野県
 岐阜県、愛知県、三重県

 青森県、岩手県、秋田県、富山県、石川県
 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県
 奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県
 岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県

 北海道、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県
 長崎県、熊本県、大分県、宮崎県
 鹿児島県、沖縄県

□

申 請 額

居

住

地

区

分

藤沢市保育士転入奨励助成金交付申請書

藤　沢　市　長

住　所

氏　名

連絡先

申請者

   年　　月　　日

円

就業体験等実施報告書（第２号様式）

※就業体験等交通費支給事業を申請の場合は指定保育士養成施設の在籍証明書、
　就業開始資金支給事業を申請の場合は資格取得見込み証明書でも可

２ 交付申請額

（事務担当）子ども青少年部保育課


